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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源からの出射光をリフレクタによって灯具前方へ向けて反射させることによりロービ
ーム用配光パターンを形成するように構成された車両用灯具において、
　上記光源として、第１発光素子とこの第１発光素子の灯具前方側に配置された第２発光
素子とを備えており、
　上記リフレクタは、上記第１発光素子からの出射光を反射させることにより上記ロービ
ーム用配光パターンの少なくとも一部を構成する第１配光パターンを形成する第１反射面
と、上記第２発光素子からの出射光を反射させることにより上記ロービーム用配光パター
ンにおける対向車線側のカットオフラインの下方近傍領域の明るさを増大させるための第
２配光パターンを形成する第２反射面とを備えており、
　上記第２反射面は、上記第１反射面の灯具前方側において上記第２発光素子の発光面の
面直方向に位置するように配置されている、ことを特徴とする車両用灯具。
【請求項２】
　上記第２発光素子からの出射光が上記第１反射面に入射しないようにするための第１遮
光部材を備えている、ことを特徴とする請求項１記載の車両用灯具。
【請求項３】
　上記第１発光素子からの出射光が上記第２反射面に入射しないようにするための第２遮
光部材を備えている、ことを特徴とする請求項１または２記載の車両用灯具。
【請求項４】
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　上記第２発光素子は、上記第１発光素子よりも上記リフレクタから離れる方向に変位し
た状態で配置されている、ことを特徴とする請求項１～３いずれか記載の車両用灯具。
【請求項５】
　上記第１および第２反射面は、いずれも放物面を基準面として形成されており、
　上記第２反射面は、上記第１反射面よりも焦点距離が長い放物面を基準面として形成さ
れている、ことを特徴とする請求項１～４いずれか記載の車両用灯具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、光源からの出射光をリフレクタによって灯具前方へ向けて反射させること
によりロービーム用配光パターンを形成するように構成された車両用灯具に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車両用灯具として、光源からの出射光をリフレクタによって灯具前方へ向け
て反射させることによりロービーム用配光パターンを形成するように構成されたものが知
られている。
【０００３】
　「特許文献１」には、このような車両用灯具において、その光源として、第１発光素子
とこの第１発光素子の灯具前方側に配置された第２発光素子とを備えたものが記載されて
いる。
【０００４】
　この「特許文献１」に記載された車両用灯具は、第１発光素子の点灯によってロービー
ム用配光パターンの一部を構成する配光パターンを形成するとともに、第２発光素子の点
灯によってハイビーム用配光パターンの一部を構成する配光パターンを形成する構成とな
っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１６－７２０１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　対向車線側へカーブした曲線路をロービームで走行する際の前方視認性を高めるために
は、ロービーム用配光パターンにおける対向車線側のカットオフラインの下方近傍領域の
明るさを増大させることが望まれる。
【０００７】
　上記「特許文献１」に記載された車両用灯具において、第１発光素子の点灯によりロー
ビーム用配光パターンの一部を構成する配光パターンを形成する際、リフレクタの反射面
の一部を、対向車線側のカットオフラインの下方近傍領域の明るさを増大させるための専
用領域として用いることが考えられる。
【０００８】
　その際、リフレクタの反射面において第１発光素子の発光面の面直方向に位置する反射
領域を用いるようにすれば、対向車線側のカットオフラインの下方近傍領域の明るさを増
大させるための配光パターンを明るい配光パターンとして形成することが可能となる。
【０００９】
　しかしながら、この反射領域は第１発光素子から比較的近い位置にあるので、その反射
光によって形成される光源像は大きなものとなり、配光パターンも上下幅の大きなものと
なってしまう。このため、対向車線側のカットオフラインの下方近傍領域の明るさを増大
させるための配光パターンを上下幅の小さい配光パターンとして形成することは困難であ
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り、また、その形成位置を細かく制御することも困難である。したがって、対向車ドライ
バにグレアを与えてしまうことなく、対向車線側へカーブした曲線路を走行する際の前方
視認性を高めることは困難である。
【００１０】
　一方、リフレクタの反射面においてその前端縁近傍に位置する反射領域を用いるように
すれば、この反射領域は第１発光素子から最も離れた位置にあるので、その反射光によっ
て形成される光源像を小さなものとすることが可能となる。したがって、対向車線側のカ
ットオフラインの下方近傍領域の明るさを増大させるための配光パターンを上下幅の小さ
い配光パターンとして形成することが可能となる。
【００１１】
　しかしながら、この反射領域は第１発光素子の発光面の面直方向から大きく外れた位置
にあり、十分な反射光量を得ることができないので、やはり対向車線側へカーブした曲線
路を走行する際の前方視認性を高めることは困難である。
【００１２】
　本願発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、光源からの出射光をリフ
レクタによって灯具前方へ向けて反射させることによりロービーム用配光パターンを形成
するように構成された車両用灯具において、対向車線側へカーブした曲線路を走行する際
の前方視認性を高めることができる車両用灯具を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本願発明は、第１および第２発光素子を備えた構成とした上で、その配置およびリフレ
クタの構成に工夫を施すことにより、上記目的達成を図るようにしたものである。
【００１４】
　すなわち、本願発明に係る車両用灯具は、
　光源からの出射光をリフレクタによって灯具前方へ向けて反射させることによりロービ
ーム用配光パターンを形成するように構成された車両用灯具において、
　上記光源として、第１発光素子とこの第１発光素子の灯具前方側に配置された第２発光
素子とを備えており、
　上記リフレクタは、上記第１発光素子からの出射光を反射させることにより上記ロービ
ーム用配光パターンの少なくとも一部を構成する第１配光パターンを形成する第１反射面
と、上記第２発光素子からの出射光を反射させることにより上記ロービーム用配光パター
ンにおける対向車線側のカットオフラインの下方近傍領域の明るさを増大させるための第
２配光パターンを形成する第２反射面とを備えており、
　上記第２反射面は、上記第１反射面の灯具前方側において上記第２発光素子の発光面の
面直方向に位置するように配置されている、ことを特徴とするものである。
【００１５】
　上記「第１および第２発光素子」の各々の種類は特に限定されるものではなく、例えば
発光ダイオードやレーザダイオード等が採用可能である。
【００１６】
　上記「第２発光素子」は、第１発光素子の灯具前方側に配置されていれば、第１発光素
子との具体的な位置関係は特に限定されるものではない。
【００１７】
　上記「第１および第２反射面」の各々の具体的な大きさやその反射面形状等は特に限定
されるものではない。
【００１８】
　上記「第２反射面」の構成として「上記第２発光素子の発光面の面直方向に位置するよ
うに配置されている」とは、該「第２反射面」上に第２発光素子の発光面の面直方向に位
置する点が含まれていることを意味するものである。
【００１９】
　上記「第１配光パターン」は、該「第１配光パターン」に対して第２配光パターンが重
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畳されることによってロービーム用配光パターンが形成される配光パターンであってもよ
いし、該「第１配光パターン」に対して第２配光パターンおよび他の配光パターンが重畳
されることによってロービーム用配光パターンが形成される配光パターンであってもよい
。
【発明の効果】
【００２０】
　本願発明に係る車両用灯具は、その光源として第１発光素子とその灯具前方側に配置さ
れた第２発光素子とを備えており、また、そのリフレクタとして、第１発光素子からの出
射光を反射させることによりロービーム用配光パターンの少なくとも一部を構成する第１
配光パターンを形成する第１反射面と、第２発光素子からの出射光を反射させることによ
りロービーム用配光パターンにおける対向車線側のカットオフラインの下方近傍領域の明
るさを増大させるための第２配光パターンを形成する第２反射面とを備えており、その際
、第２反射面は第１反射面の灯具前方側において第２発光素子の発光面の面直方向に位置
するように配置されているので、次のような作用効果を得ることができる。
【００２１】
　すなわち、第２発光素子の発光面の面直方向に第２反射面が配置されていることにより
、第２配光パターンを明るい配光パターンとして形成することができる。その際、第２反
射面は、第１反射面の灯具前方側に位置しており、第２発光素子から離れた位置にあるの
で、第２配光パターンを上下幅の小さい配光パターンとして形成することができる。
【００２２】
　そして、このように第２配光パターンを明るくて上下幅の小さい配光パターンとして形
成することにより、対向車線側へカーブした曲線路を走行する際の前方視認性を高めるこ
とができる。
【００２３】
　このように本願発明によれば、光源からの出射光をリフレクタによって灯具前方へ向け
て反射させることによりロービーム用配光パターンを形成するように構成された車両用灯
具において、対向車線側へカーブした曲線路を走行する際の前方視認性を高めることがで
きる。
【００２４】
　上記構成において、第２発光素子からの出射光が第１反射面に入射しないようにするた
めの第１遮光部材を備えた構成とすれば、第２発光素子からの出射光の一部が第１反射面
で反射してグレアや配光ムラの原因となる迷光を発生させてしまうおそれをなくすことが
できる。
【００２５】
　上記構成において、第１発光素子からの出射光が第２反射面に入射しないようにするた
めの第２遮光部材を備えた構成とすれば、第１発光素子からの出射光の一部が第２反射面
で反射してグレアや配光ムラの原因となる迷光を発生させてしまうおそれをなくすことが
できる。
【００２６】
　上記構成において、第２発光素子が第１発光素子よりもリフレクタから離れる方向に変
位した状態で配置された構成とすれば、第２発光素子から第２反射面までの距離をより長
く確保することができるので、第２配光パターンを上下幅の小さい配光パターンとして形
成することが一層容易に可能となり、これにより対向車線側へカーブした曲線路を走行す
る際の前方視認性を一層高めることができる。
【００２７】
　上記構成において、第１および第２反射面の構成として、いずれも放物面を基準面とし
て形成され、かつ、第２反射面が第１反射面よりも焦点距離が長い放物面を基準面として
形成された構成とすれば、第１反射面による第１発光素子からの出射光の反射制御および
第２反射面による第２発光素子からの出射光の反射制御を精度良く行うことが可能となり
、かつ、第２反射面からの反射光によって第２配光パターンを上下幅の小さい配光パター
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ンとして位置精度良く形成することが容易に可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本願発明の一実施形態に係る車両用灯具を示す側断面図
【図２】上記車両用灯具を示す正面図
【図３】上記車両用灯具からの照射光により形成されるロービーム用配光パターンを透視
的に示す図であって、（ａ）は直線路を走行しているときの様子を示す図、（ｂ）は対向
車線側へカーブした曲線路を走行しているときの様子を示す図
【図４】（ａ）は上記ロービーム用配光パターンを上方から見て示す図、（ｂ）は従来の
車両用灯具からの照射光により形成される２種類のロービーム用配光パターンを上方から
見て示す図
【図５】従来の車両用灯具を示す、図１と同様の図
【図６】上記２種類のロービーム用配光パターンを別々に示す、図３と同様の図
【図７】上記実施形態の第１変形例を示す、図１と同様の図
【図８】上記実施形態の第２変形例を示す、図１と同様の図
【図９】上記実施形態の第３変形例を示す、図１と同様の図
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、図面を用いて、本願発明の実施の形態について説明する。
【００３０】
　図１は、本願発明の一実施形態に係る車両用灯具１０を示す側断面図であり、図２は、
その正面図である。
【００３１】
　これらの図に示すように、本実施形態に係る車両用灯具１０は、ランプボディ１２とこ
のランプボディ１２の前端開口部に取り付けられた素通し状の透光カバー１４とで形成さ
れる灯室内に、灯具ユニット２０が組み込まれた構成となっている。
【００３２】
　なお、これらの図において、Ｘで示す方向が灯具としての「前方」（車両としても「前
方」）であり、Ｙで示す方向が「右方向」であり、Ｚで示す方向が「上方向」である。
【００３３】
　灯具ユニット２０は、第１発光素子２２Ａと、この第１発光素子２２Ａの前方側に配置
された第２発光素子２２Ｂと、これら第１および第２発光素子２２Ａ、２２Ｂからの出射
光を前方へ向けて反射させるリフレクタ２４とを備えた構成となっている。
【００３４】
　第１および第２発光素子２２Ａ、２２Ｂは、いずれも白色発光ダイオードであって、横
長矩形状の発光面２２Ａａ、２２Ｂａを有している。
【００３５】
　その際、第１および第２発光素子２２Ａ、２２Ｂは、その発光面２２Ａａ、２２Ｂａを
真下の方向に向けた状態で、同じ高さ位置において共通の基板２６の下面に支持されてい
る。この基板２６はヒートシンクとしての機能を有しており、ランプボディ１２に支持さ
れている。
【００３６】
　リフレクタ２４は、第１および第２発光素子２２Ａ、２２Ｂの下方側に配置されており
、その後部上端縁に形成された水平フランジ部２４ｂにおいて基板２６の下面に支持され
ている。なお、基板２６の下面は、水平フランジ部２４ｂを支持する部分が他の部分より
も段下がりで形成されている。
【００３７】
　リフレクタ２４は、第１反射面２４ａ１と、この第１反射面２４ａ１の前方側に位置す
る第２反射面２４ａ２とを備えている。
【００３８】
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　その際、第１反射面２４ａ１は、第１発光素子２２Ａの発光面２２Ａａの面直方向Ｎａ
に位置するように配置されており、第２反射面２４ａ２は、第２発光素子２２Ｂの発光面
２２Ｂａの面直方向Ｎｂに位置するように配置されている。
【００３９】
　リフレクタ２４は、灯具正面視において正方形に近い矩形状の外形形状を有しており、
その上下方向の中間位置（具体的には上下方向の略中央位置）において第１反射面２４ａ
１の下端縁と第２反射面２４ａ２の上端縁とが接続された構成となっている。
【００４０】
　第１反射面２４ａ１は、灯具正面視において縦横格子状に区分けされた複数のセグメン
トの各々に反射素子２４ｓ１が割り付けられた構成となっている。各反射素子２４ｓ１は
、第１発光素子２２Ａの発光中心を焦点とするとともに灯具前後方向に延びる軸線を中心
軸とする回転放物面Ｐａを基準面とする凹曲面で構成されている。
【００４１】
　そして、この第１反射面２４ａ１は、各反射素子２４ｓ１において第１発光素子２２Ａ
からの光を反射制御することによりロービーム用配光パターン（これについては後述する
）の主要部を構成する第１配光パターン（これについても後述する）を形成するようにな
っている。
【００４２】
　一方、第２反射面２４ａ２は、灯具正面視において縦横格子状に区分けされた複数のセ
グメントの各々に反射素子２４ｓ２が割り付けられた構成となっている。各反射素子２４
ｓ２は、第２発光素子２２Ａの発光中心を焦点とするとともに灯具前後方向に延びる軸線
を中心軸とする回転放物面Ｐｂを基準面とする凹曲面で構成されている。
【００４３】
　その際、この第２反射面２４ａ２の基準面となる回転放物面Ｐｂは、第１反射面２４ａ
１の基準面となる回転放物面Ｐａよりも焦点距離が長い値（例えば２倍以上の値）に設定
されている
　そして、この第２反射面２４ａ２は、各反射素子２４ｓ２において第２発光素子２２Ｂ
からの光を反射制御することによりロービーム用配光パターンにおける対向車線側のカッ
トオフラインの下方近傍領域の明るさを増大させるための第２配光パターン（これについ
ても後述する）を形成するようになっている。
【００４４】
　第２発光素子２２Ｂの後方近傍には、該第２発光素子２２Ｂからの出射光が第１反射面
２４ａ１に入射しないようにするための第１遮光部材３２が配置されている。この第１遮
光部材３２は、第２発光素子２２Ｂを後方側から覆うように配置された状態で、基板２６
の下面に支持されている。
【００４５】
　一方、第１発光素子２２Ａの前方近傍には、該第１発光素子２２Ａからの出射光が第２
反射面２４ａ２に入射しないようにするための第２遮光部材３４が配置されている。この
第２遮光部材３４は、第１発光素子２２Ａを前方側から覆うように配置された状態で、基
板２６の下面に支持されている。
【００４６】
　図３は、車両用灯具１０からの照射光によって車両前方２５ｍの位置に配置された仮想
鉛直スクリーン上に形成されるロービーム用配光パターンＰＬを透視的に示す図である。
【００４７】
　図３（ａ）は、直線路Ｒｓを走行しているときの様子を示しており、図３（ｂ）は、対
向車線側（すなわち右側）へカーブした曲線路Ｒｃを走行しているときの様子を示してい
る。
【００４８】
　ロービーム用配光パターンＰＬは、上端縁にカットオフラインＣＬ１、ＣＬ２を有する
左配光のロービーム用配光パターンとして形成されている。
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【００４９】
　このロービーム用配光パターンＰＬは、第１反射面２４ａ１からの反射光によって形成
される第１配光パターンＰＬ１と、第２反射面２４ａ２からの反射光によって形成される
第２配光パターンＰＬ２との合成配光パターンとして形成されている。
【００５０】
　カットオフラインＣＬ１、ＣＬ２は、灯具正面方向の消点であるＨ－Ｖを鉛直方向に通
るＶ－Ｖ線を境にして左右段違いで水平方向に延びており、Ｖ－Ｖ線よりも右側の対向車
線側部分が下段カットオフラインＣＬ１として形成されるとともに、Ｖ－Ｖ線よりも左側
の自車線側部分が、この下段カットオフラインＣＬ１から傾斜部を介して段上がりになっ
た上段カットオフラインＣＬ２として形成されている。
【００５１】
　このロービーム用配光パターンＰＬにおいて、下段カットオフラインＣＬ１とＶ－Ｖ線
との交点であるエルボ点Ｅは、Ｈ－Ｖの０．５～０．６°程度下方に位置している。そし
て、このロービーム用配光パターンＰＬにおいてエルボ点Ｅをやや左寄りに囲む横長の領
域は高光度領域ＨＺとして形成されている。
【００５２】
　第１配光パターンＰＬ１は、ロービーム用配光パターンＰＬの主要部を構成する配光パ
ターンであって、カットオフラインＣＬ１、ＣＬ２はこの第１配光パターンＰＬ１によっ
て形成されている。
【００５３】
　一方、第２配光パターンＰＬ２は、ロービーム用配光パターンＰＬにおける対向車線側
の下段カットオフラインＣＬ１の下方近傍領域の明るさを増大させるための配光パターン
として形成されている。
【００５４】
　第１配光パターンＰＬ１は、下段カットオフラインＣＬ１を構成している部分の一部が
凹部ＰＬ１ａとして形成されている。この凹部ＰＬ１ａは、高光度領域ＨＺの右側近傍に
おいて下段カットオフラインＣＬ１に対して略台形状に凹むように形成されている。
【００５５】
　第２配光パターンＰＬ２は、下段カットオフラインＣＬ１の下方近傍において水平方向
に延びる明るくて上下幅の小さい配光パターンとして形成されている。その際、この第２
配光パターンＰＬ２は、その左端部において高光度領域ＨＺと部分的に重複した状態で、
その左端部近傍において第１配光パターンＰＬ１の凹部ＰＬ１ａを塞ぐように形成されて
いる。これによりロービーム用配光パターンＰＬは、その下段カットオフラインＣＬ１の
下方近傍領域が凹部ＰＬ１ａの部分を除いて明るい配光パターンとして形成されている。
【００５６】
　そして、ロービーム用配光パターンＰＬは、図３（ａ）に示すように、自車が直線路Ｒ
ｓを走行しているときには、自車が多少ピッチングしたような場合であっても、凹部ＰＬ
１ａの存在により対向車２のドライバに大きなグレアを与えてしまわないようにした上で
、図３（ｂ）に示すように、自車が対向車線側（すなわち右側）へカーブした曲線路Ｒｃ
を走行する際の前方視認性を十分に確保するようになっている。
【００５７】
　図４（ａ）は、ロービーム用配光パターンＰＬを上方から見て示す図である。
【００５８】
　なお、図４（ａ）においては直線路Ｒｓと曲線路Ｒｃとを重ねて示している。
【００５９】
　図４（ａ）に示すように、ロービーム用配光パターンＰＬは、その主要部を構成する第
１配光パターンＰＬ１に対して第２配光パターンＰＬ２が右前方へ大きく張り出して延び
るように形成されている。
【００６０】
　一方、図４（ｂ）は、図５に示す従来の車両用灯具１０´からの照射光によって形成さ



(8) JP 6884042 B2 2021.6.9

10

20

30

40

50

れる２種類のロービーム用配光パターンＰＬＡ´、ＰＬＢ´を示す、図４（ａ）と同様の
図である。
【００６１】
　図５に示す従来の車両用灯具１０´は、第１発光素子２２Ａ´からの出射光をリフレク
タ２４´によって灯具前方へ向けて反射させることによりロービーム用配光パターンＰＬ
Ａ´、ＰＬＢ´を形成する構成となっている。
【００６２】
　図６は、２種類のロービーム用配光パターンＰＬＡ´、ＰＬＢ´を別々に示す、図３と
同様の図である。
【００６３】
　図４（ｂ）および図６において、２点鎖線で示す配光パターンＰＬ２Ａ´および破線で
示す配光パターンＰＬ２Ｂ´は、いずれも本実施形態の第２配光パターンＰＬ２に対応す
べき配光パターンである。
【００６４】
　配光パターンＰＬ２Ａ´は、リフレクタ２４´の反射面２４ａ´において第１発光素子
２２Ａ´の発光面２２Ａａ´の面直方向Ｎａに位置する反射領域（図中２点鎖線で囲んで
示す反射領域Ｚ１）を、対向車線側のカットオフラインＣＬ１の下方近傍領域の明るさを
増大させるための専用領域として用いるようにした場合に形成される配光パターンである
。
【００６５】
　この配光パターンＰＬ２Ａ´は、本実施形態の第１配光パターンＰＬ１に対応する配光
パターンＰＬ１´に対して右前方へ張り出して延びるように形成されるが、その左右幅は
本実施形態の第２配光パターンＰＬ２の場合に比してかなり小さいものとなっている。
【００６６】
　これは、反射領域Ｚ１からの反射光によって形成される配光パターンＰＬ２Ａ´はその
上下幅が大きいものとなってしまうので、その形成位置を細かく制御することが容易でな
く、このため凹部ＰＬ１ａ´の部分において下段カットオフラインＣＬ１よりも上方へ光
が照射されることによって対向車２のドライバにグレアを与えてしまわないような位置に
配光パターンＰＬ２Ａ´を形成する必要があるためである。
【００６７】
　一方、配光パターンＰＬ２Ｂ´は、リフレクタ２４´の反射面２４ａ´においてその前
端縁近傍に位置する反射領域（図中破線で囲んで示す反射領域Ｚ２）を、対向車線側のカ
ットオフラインＣＬ１の下方近傍領域の明るさを増大させるための専用領域として用いる
ようにした場合に形成される配光パターンである。
【００６８】
　この配光パターンＰＬ２Ｂ´は、配光パターンＰＬ１´に対して右前方へ張り出して延
びるように形成されるが、その前方への張出し量は本実施形態の第２配光パターンＰＬ２
の場合に比してかなり小さいものとなっている。
【００６９】
　これは、反射領域Ｚ２からは十分な反射光量を得ることができないので、配光パターン
ＰＬ２Ｂ´を明るい配光パターンとして形成することができないことによるものである。
【００７０】
　次に本実施形態の作用効果について説明する。
【００７１】
　本実施形態に係る車両用灯具１０は、その光源として第１発光素子２２Ａとその灯具前
方側に配置された第２発光素子２２Ｂとを備えており、また、そのリフレクタ２４として
、第１発光素子２２Ａからの出射光を反射させることによりロービーム用配光パターンＰ
Ｌの主要部（すなわち少なくとも一部）を構成する第１配光パターンＰＬ１を形成する第
１反射面２４ａ１と、第２発光素子２２Ｂからの出射光を反射させることによりロービー
ム用配光パターンＰＬの下段カットオフラインＣＬ１（すなわち対向車線側のカットオフ
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ライン）の下方近傍領域の明るさを増大させるための第２配光パターンＰＬ２を形成する
第２反射面２４ａ２とを備えており、その際、第２反射面２４ａ２は第１反射面２４ａ１
の灯具前方側において第２発光素子２２Ｂの発光面２２Ｂａの面直方向Ｎｂに位置するよ
うに配置されているので、次のような作用効果を得ることができる。
【００７２】
　すなわち、第２発光素子２２Ｂの発光面２２Ｂａの面直方向Ｎｂに第２反射面２４ａ２
が配置されていることにより、第２配光パターンＰＬ２を明るい配光パターンとして形成
することができる。その際、第２反射面２４ａ２は、第１反射面２４ａ１の灯具前方側に
位置しており、第２発光素子２２Ｂから離れた位置にあるので、第２配光パターンＰＬ２
を上下幅の小さい配光パターンとして形成することができる。
【００７３】
　そして、このように第２配光パターンＰＬ２を明るくて上下幅の小さい配光パターンと
して形成することにより、対向車線側へカーブした曲線路Ｒｃを走行する際の前方視認性
を高めることができる。
【００７４】
　このように本実施形態によれば、光源からの出射光をリフレクタ２４によって灯具前方
へ向けて反射させることによりロービーム用配光パターンＰＬを形成するように構成され
た車両用灯具１０において、対向車線側へカーブした曲線路Ｒｃを走行する際の前方視認
性を高めることができる。
【００７５】
　その際、本実施形態に係る車両用灯具１０は、第２発光素子２２Ｂからの出射光が第１
反射面２４ａ１に入射しないようにするための第１遮光部材３２を備えているので、第２
発光素子２２Ｂからの出射光の一部が（図１において２点鎖線で示すように）第１反射面
２４ａ１で反射してグレアや配光ムラの原因となる迷光を発生させてしまうおそれをなく
すことができる。
【００７６】
　また本実施形態に係る車両用灯具１０は、第１発光素子２２Ａからの出射光が第２反射
面２４ａ２に入射しないようにするための第２遮光部材３４を備えているので、第１発光
素子２２Ａからの出射光の一部が（図１において２点鎖線で示すように）第２反射面２４
ａ２で反射してグレアや配光ムラの原因となる迷光を発生させてしまうおそれをなくすこ
とができる。
【００７７】
　本実施形態のリフレクタ２４は、第１および第２反射面２４ａ１、２４ａ２がいずれも
放物面を基準面として形成されており、かつ、第２反射面２４ａ２が第１反射面２４ａ１
よりも焦点距離が長い放物面を基準面として形成されているので、第１反射面２４ａ１に
よる第１発光素子２２Ａからの出射光の反射制御および第２反射面２４ａ２による第２発
光素子２２Ｂからの出射光の反射制御を精度良く行うことが可能となり、かつ、第２反射
面２４ａ２からの反射光によって第２配光パターンＰＬ２を上下幅の小さい配光パターン
として位置精度良く形成することが容易に可能となる。
【００７８】
　本実施形態においては、第１配光パターンＰＬ１が、その下段カットオフラインＣＬ１
の部分に凹部ＰＬ１ａを有する配光パターンとして形成されているので、自車が多少ピッ
チングしたような場合であっても、凹部ＰＬ１ａの存在により対向車２のドライバに大き
なグレアを与えてしまわないようにすることができる。
【００７９】
　なお、第１配光パターンＰＬ１として、その下段カットオフラインＣＬ１の部分に凹部
ＰＬ１ａを有していない配光パターンを形成する構成とすることも可能である。
【００８０】
　上記実施形態においては、リフレクタ２４として第１反射面２４ａ１を構成している部
分と第２反射面２４ａ２を構成している部分とが一体で形成されているものとして説明し
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たが、両者が別体で形成された構成とすることも可能である。
【００８１】
　上記実施形態に係る車両用灯具１０は、単一の灯具ユニット２０からの照射光によりロ
ービーム用配光パターンＰＬを形成する構成となっているが、複数の灯具ユニットからの
照射光によりロービーム用配光パターンＰＬを形成する構成とすることも可能であり、そ
の際、一部または全部の灯具ユニットからの照射光によって第２配光パターンＰＬ２と同
様の配光パターンを形成する構成とすることが可能である。
【００８２】
　次に、上記実施形態の変形例について説明する。
【００８３】
　まず、上記実施形態の第１変形例について説明する。
【００８４】
　図７は、本変形例に係る車両用灯具１１０を示す、図１と同様の図である。
【００８５】
　同図に示すように、この車両用灯具１１０の基本的な構成は上記実施形態に係る車両用
灯具１０と同様であるが、灯具ユニット１２０に上記実施形態のような第２遮光部材３４
が配置されておらず、一方、灯具ユニット１２０の前方近傍にリフレクタ２４および基板
２６の外周縁部を囲むように形成されたエクステンション部材１３０が配置されている点
で、上記実施形態の場合と異なっている。
【００８６】
　本変形例においては、第１発光素子２２Ａからの出射光の一部が第２反射面２４ａ２に
入射してしまうこととなるが、この第２反射面２４ａ２からの反射光はエクステンション
部材１３０の後方空間へ向かう光となるので、グレアや配光ムラの原因となる迷光を発生
させてしまうおそれをなくすことができる。
【００８７】
　したがって、本変形例の構成を採用した場合においても上記実施形態の場合と同様の作
用効果を得ることができる。
【００８８】
　次に、上記実施形態の第２変形例について説明する。
【００８９】
　図８は、本変形例に係る車両用灯具２１０を示す、図１と同様の図である。
【００９０】
　同図に示すように、この車両用灯具２１０の基本的な構成は上記第１変形例に係る車両
用灯具１１０と同様であるが、灯具ユニット２２０の第２発光素子２２Ｂが、その発光面
２２Ｂａを真下の方向に対して前方側に多少傾斜した方向へ向けた状態で配置されている
点で、上記第１変形例の場合と異なっている。
【００９１】
　これに伴い、本変形例の基板２２６はその下面の前端部が斜面状に形成されている。
【００９２】
　本変形例においては、第２発光素子２２Ｂの発光面２２Ｂａの面直方向Ｎｂが真下の方
向に対して前方側へ傾斜しているので、第１反射面２２４ａ１に関しては上記第１変形例
と同様の構成に維持した上で、第２発光素子２２Ｂからの出射光をより多く第２反射面２
２４ａ２に入射させることができる。
【００９３】
　したがって、本変形例の構成を採用することにより、第２配光パターンＰＬ２をより明
るい配光パターンとして形成することができる。
【００９４】
　次に、上記実施形態の第３変形例について説明する。
【００９５】
　図９は、本変形例に係る車両用灯具３１０を示す、図１と同様の図である。
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【００９６】
　同図に示すように、この車両用灯具３１０の基本的な構成は上記第１変形例に係る車両
用灯具１１０と同様であるが、灯具ユニット３２０の第２発光素子２２Ｂが第１発光素子
２２Ａよりもリフレクタ３２４から離れる方向（すなわち上方側）に変位した状態で配置
されている点で、上記第１変形例の場合と異なっている。
【００９７】
　具体的には、上記第１変形例の場合と比較して、第２発光素子２２Ｂの位置は同一であ
るが、第１発光素子２２Ａの位置が下方に変位している。
【００９８】
　これに伴い、本変形例の基板２２６は、その前端部以外は上記第１変形例の基板２６よ
りも厚肉で形成されている。
【００９９】
　また本変形例においては、第２発光素子２２Ｂからの出射光が第１反射面３２４ａ１に
入射しないようにするための第１遮光部材３３２が、基板３２６の下面から下方へ突出し
た突出部として基板３２６と一体的に形成されている。
【０１００】
　さらに本変形例においては、リフレクタ３２４の第２反射面３２４ａ２の基準面を構成
する回転放物面Ｐｂの焦点距離が上記第１変形例の場合よりも大きい値に設定されており
、これにより第２発光素子２２Ｂの発光面２２Ｂａから第２反射面３２４ａ２までの距離
が上記第１変形例の場合よりも長くなっている。
【０１０１】
　その際、本変形例においては第１発光素子２２Ａが第２発光素子２２Ｂに対して下方に
変位しているので、回転放物面Ｐｂの焦点距離が上記第１変形例の場合よりも大きい値に
設定されているにもかかわらず、第１反射面３２４ａ１に関しては上記第１変形例と同様
の構成に維持することができる。
【０１０２】
　本変形例のように、第２発光素子２２Ｂの発光面２２Ｂａから第２反射面３２４ａ２ま
での距離を長くすることにより、第２配光パターンＰＬ２を上下幅の小さい配光パターン
として形成することが一層容易に可能となる。
【０１０３】
　また本変形例のように、第１遮光部材３３２を基板３２６と一体的に形成することによ
り、部品点数を削減することができる。
【０１０４】
　なお、上記実施形態およびその変形例において諸元として示した数値は一例にすぎず、
これらを適宜異なる値に設定してもよいことはもちろんである。
【０１０５】
　また本願発明は、上記実施形態およびその変形例に記載された構成に限定されるもので
はなく、これ以外の種々の変更を加えた構成が採用可能である。
【符号の説明】
【０１０６】
　２　対向車
　１０、１１０、２１０、３１０　車両用灯具
　１２　ランプボディ
　１４　透光カバー
　２０、１２０、２２０、３２０　灯具ユニット
　２２Ａ　第１発光素子
　２２Ａａ、２２Ｂａ　発光面
　２２Ｂ　第２発光素子
　２４、２２４、３２４　リフレクタ
　２４ａ１、２２４ａ１、３２４ａ１　第１反射面
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　２４ａ２、２２４ａ２、３２４ａ２　第２反射面
　２４ｂ　水平フランジ部
　２４ｓ１、２４ｓ２　反射素子
　２６、２２６、３２６　基板
　３２、３３２　第１遮光部材
　３４　第２遮光部材
　１３０　エクステンション部材
　ＣＬ１　下段カットオフライン（対向車線側のカットオフライン）
　ＣＬ２　上段カットオフライン
　Ｅ　エルボ点
　ＨＺ　高光度領域
　Ｎａ、Ｎｂ　面直方向
　Ｐａ、Ｐｂ　回転放物面
　ＰＬ　ロービーム用配光パターン
　ＰＬ１　第１配光パターン
　ＰＬ１ａ　凹部
　ＰＬ２　第２配光パターン
　Ｒｃ　曲線路
　Ｒｓ　直線路

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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